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サロン ひまわり  東若久公民館 
3 月１1 日（水） 13 時～15 時 

サロンすみれの会 東若久老人いこいの家 
3 月 12 日（木） 10 時～12 時 
3 月 26 日（木） 10 時～12 時 

サロン あおぞら  御畠山集会所  
  3 月 25 日（水） 13 時～15 時 
 
 

福岡ソフトバンクホークス オープン戦招待券あります 
 
福岡市とソフトバンクホークスの包括連携協定をもとに、みずほＰayPay
ドーム福岡で開催されるオープン戦のご招待券の Web 事前予約カード

が今年も提供されました。インターネットの申込画面よりチケット予約が
できます。（先着順につき予定枚数に達し次第終了となります。） 
観戦チケット１枚につき、システム利用料（２２０円/枚）がかかりますが、

試合当日に窓口に並ぶ必要がなくスムーズにご入場できます。ご希望の
方は公民館受付まで。 

 
 
 
 

 
◎つくしんぼ 

東若久老人いこいの家 
3 月１1 日(水)１０時～１２時 
東若久公民館・講堂 
3 月２5 日(水)１０時～１２時 

 
◎あかちゃんおはなし会『ぽぽんた』 

  東若久公民館 児童等集会室 
3 月１8 日（水）１０時３０分～ 

１１時３０分 

環境施設研修を実施しました 
 
環境推進委員会 

２月２４日（火）に、 株式会社エフピコ九州選別センター（佐賀県神埼
市神埼町尾崎 3032-1）を訪問。各自治会から３０名が参加しました。 

「エフピコ」は、食品トレーをつくるトップメーカーです。世界で最初に使
用済みの食品トレーから新しいトレーに生まれ変わる「循環型リサイクル」
をスタートし、３Ｒ（Ｒeduce、 Ｒｅｕｓｅ、 Ｒｅｃｙｃｌｅ）に貢献しています。 

工場見学では、スーパーマーケットなどから回収された使用済みトレー
を選別してリサイクル工場に送るまでの工程を、担当者からわかりやすく
丁寧に説明していただきました。 

 
 

 
 
 

プラスチックごみの削減は 
環境保全やＳＤＧｓに貢献 
来年２月から福岡市でもプラスチック 

分別収集が始まります。現在、焼却されて 
いるプラスチックが、分別収集開始後は、 
選別・粉砕・洗浄した後、新たなプラス 
チック原料にリサイクルされます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自治協 
東 若 久 

だ
よ
り 

 

ま ご こ ろ 便 を お 届 け し ま す 

安 全 で 安 心 し て 住 め る ま ち づ く り  

≪バスタボーで健 康 増 進 ！≫ 
体育振興会 

２月１５日（日）に東若久小学校体育
館において開催された校区バスタボー
大会の成績です。 

優勝：東若久２区 
２ 位：若久６丁目１区 
３ 位：柳河内２丁目３区 

 
 
 
 
 

 

≪≪高齢者サロン≫≫ 

≪≪子育てサロン≫≫ 

社会福祉協議会 

３月３日（火）に、校区の７５歳以上の
おひとり住まいの方に今年はお菓子を
お届けします。 

お茶のお供にぜひどうぞ。 

★高齢者サロンは、高齢者の方が
自由に参加して、歌ったり、手芸な

どをしたりして楽しいひと時を過ご
す催しです。お手伝いする人もおり
ますので、気軽にお出かけくださ

い。詳細は公民館へお問い合わせ
ください。 

はじめよう！ながら防犯 
 
「ながら防犯」とは、日常生活や

事業活動を行いながら、防犯の
視点を持って、周囲への目配り、
子どもたちの見守りを行う活動で

す。地域の異変・危険に気づいた
ら、最寄りの警察署、役所等に伝
えましょう。 


